
×

聖

籠

町

体

育

指

導

委

員

に

関

す

る

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

×
×

平

成

二

十

三

年

十

二

月

二

十

一

日

 

×
×

×
×

×
×

×
×

×

聖

籠

町

教

育

委

員

会

委

員

長

 

伊

藤

惠

美

子

 
 

聖

籠

町

教

育

委

員

会

規

則

第

二

号

 

×
×

×

聖

籠

町

体

育

指

導

委

員

に

関

す

る

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

×

（

聖

籠

町

体

育

指

導

委

員

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条×

聖

籠

町

体

育

指

導

委

員

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

一

年

 

教

委

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

×

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

聖

籠

町

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

 

 

本

則

中

「
体

育

指

導

委

員

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

」

に

改

め

る

。

 

第

一

条

中

「

ス

ポ

ー

ツ

振

興

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

第

十

九

条

の

規

定

に

基

づ

く

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

基

本

法

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

七

十

八

号

）

第

三

十

二

条

第

二

項

の

規

 

定

に

基

づ

き

、

」

に

改

め

る

。

 
 

 
 

第

二

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

職

務

）

 

第

二

条

 

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

は

、

本

町

に

お

け

る

ス

ポ

ー

ツ

の

推

進

の

た

め

、

次

の

職

務

を

行

う

。

 

一

 

住

民

に

対

し

て

ス

ポ

ー

ツ

の

実

技

の

指

導

を

行

う

こ

と

。

二

 

住

民

の

ス

ポ

ー

ツ

活

動

の

推

進

の

た

め

の

組

織

の

育

成

を

 

 

図

る

こ

と

。

 

三

 

ス

ポ

ー

ツ

の

推

進

の

た

め

の

事

業

の

実

施

に

関

し

協

力

す

 

る

こ

と

。

 

四

 

ス

ポ

ー

ツ

に

関

す

る

住

民

の

関

心

と

理

解

を

深

め

る

こ

と

。

五

 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

住

民

の

ス

ポ

ー

ツ

の

推

 
 

 



進

の

た

め

の

指

導

助

言

を

行

う

こ

と

。

 

第

五

条

中

「

（

昭

和

三

十

一

年

条

例

第

四

七

号

）

」

を

「

（

昭

和

三

十

一

年

条

例

第

四

十

七

号

）

」

に

改

め

る

。

 
 

×

（

聖

籠

町

ス

ポ

ー

ツ

障

害

見

舞

金

支

給

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条×

聖

籠

町

ス

ポ

ー

ツ

障

害

見

舞

金

支

給

条

例

施

行

規

則

（

昭

 

和

五

十

四

年

教

委

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

 

る

。

 

第

四

条

第

五

号

中

「
体

育

指

導

委

員

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

」

に

改

め

る

。

 

×

（

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

委

任

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

三

条×

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

委

任

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

教

 

委

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

十

号

中

「
体

育

指

導

委

員

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

体

育

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）
 

第

四

条×

聖

籠

町

体

育

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

五

年

 

教

委

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

本

則

中

「
体

育

指

導

委

員

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

中

「

ス

ポ

ー

ツ

振

興

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

第

十

九

条

第

二

項

に

規

定

す

る

」

を

「

委

員

は

、

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

五

条

 

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

則

（

平

成

十

八

年

教

委

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

三

条

の

表

社

会

教

育

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係

の

款

中

「

体

育

指

導

員

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

」

に

改

め

る

。

 

×
×

×

附×

則

 



×

（

施

行

期

日

）

 
１

 
こ

の

規

則

は

、
ス

ポ

ー

ツ

基

本

法
（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

七

十

八

号

）

の

施

行

の

日

（

平

成

二

十

三

年

八

月

二

十

四

日

）

か

ら

施

行

す

る

。
 

（

経

過

措

置

）
 

２

 

ス

ポ

ー

ツ

基

本

法

の

施

行

の

際

現

に

体

育

指

導

委

員

で

あ

る

者

で

同

法

附

則

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

と

み

な

さ

れ

た

も

の

の

任

期

は

、
第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

法

の

施

行

の

日

に

お

け

る

体

育

指

導

委

員

と

し

て

の

任

期

の

残

任

期

間

と

同

一

の

期

間

と

す

る

。
 


